
2022年 4月 1日策定 

 

アクサス株式会社 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

女性活躍推進法の改正に基づき、一般事業主行動計画を策定いたしましたので公表いた 

します。当社は属性を超えて多様な人材が活躍し、互いを尊重し、男女ともに長く勤めるこ 

とができる職場環境の醸成に努めてまいります。 

 

 

１．計画期間 

2022年 4月 1日～2027年 3月 31日 

 

 

２．現状の課題点 

●全無期雇用従業員に占める女性の割合が少ない。 

●職場と家庭生活を両立するための制度は整っているものの、十分に活用されていない。 

 

 

３．目標と取り組み内容 

 

 目標１：全無期雇用従業員に女性が占める割合を 50％にする。 

 

 【取り組み内容】 

2022 年 4 月～ 

●全従業員の就業実態および担当業務や職場満足度の調査を実施。 

  

 

 

目標２：休暇制度の使用者を 100 名にする。 

 

【取り組み内容】 

2022 年 4 月～ 

●休暇制度の周知。 

●派遣先企業への休暇取得推進の働きかけ。 

 



４．情報公表 

下記の通り、従業員に関する情報を公表いたします。  

①従業員に占める女性労働者の割合（令和 3 年実績） 

 

 

②従業員における休暇制度の使用者数（令和 3 年実績） 

休暇制度使用者…75 名  

対象人数…253 名  

使用者の占める割合…29.6％ 

 

 


